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■ 令和4年度の平均保険料率を10％とすることに異論はないが、準備金を取組の原資として有効活用してほしい。取組例として、健
康経営セミナーの積極的な開催や事業所カルテ配布活動の強化などが考えられる。事業主が健康経営に取り組み、従業員が心身と
もに健康な状態で働くことにより、生産性の向上や企業経営への好影響が期待できるものである。

■ 支部評議会の意見では、平均保険料率10％を維持するべきとの意見が多くなっているが、これらは、将来的な負担増を考慮しての
消極的な賛成と思われる。これまでのように、中長期的な観点で平均保険料率を10％に据え置くだけでは、各支部の評議員、事業
主や被保険者の納得は得られないと考える。
本運営委員会でも、支部から出されている保険料率の引き下げや準備金の還元・活用、国庫補助率の引き上げ等の意見について、

しっかりと受け止めて検討して欲しい。このような検討を行う場合、特に被保険者の意見を反映させる必要があると考えている。被保険
者に、協会が国庫補助の約3倍の額を高齢者医療への拠出金として負担していることを知っていただくよう、十分周知広報してもらいた
い。そうすることで、被保険者自ら声を出してもらうことが可能となると思う。
国民皆保険を維持するために、協会けんぽが今後どうあるべきなのか、どこまで保険料の負担ができるのかなどを考えた上で、大きな

視点で政府に要望していく時期にきているのではないか。

■ 本来であれば、わずかでも保険料率を引き下げ、事業主の負担を軽減していただきたい。一方で、協会けんぽの財政状況は赤字構
造が続き、今後新型コロナウイルス感染症の感染再拡大等がないとは言えず、将来的にも不安定な状況が続くことが見込まれる。これ
らを踏まえると、制度の安定的な運営のために、今は平均保険料率10％を維持することが重要である。
国庫負担については、各支部の評議会で多くの支部から上限の20％まで引き上げを要望する意見が出ている。準備金残高が積み

上がっている中で、加入者への還元策として特定健診等の補助率の引き上げを何とか実現し、協会けんぽの運営を維持していただき
たい。

■ 平均保険料率が頻繁に変動すると、医療保険制度に対する不安感につながると感じる。これまで中長期的な視点で考えることを貫
いてきており、平均保険料率は10％維持が妥当であると考える。
一方で、準備金の残高がかなり積みあがっていることも事実であり、支部評議会の意見でも「加入者に還元すべき」という意見が出て

いる。また、法定準備金の積立額は1か月分で妥当なのか、という支部評議会の意見には同感である。

１．平均保険料率及び準備金
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令和４年度保険料率等に関して運営委員会（令和３年11月26日開催）で出されたご意見



■ 保険料の負担感も高まっているが、被保険者の立場として、健全な運営を将来にわたって継続するために安定した財政基盤を確保
する必要性は理解できる。したがって、令和４年度の平均保険料率について10％を維持することは、セーフティネットとしての役割の観
点からやむを得ないと考えるが、2点踏まえていただきたい。
1点目は、被保険者や事業主の納得性を高めるべく、より丁寧な説明に努めていただきたい。
2点目は、被保険者や被扶養者の健康増進のための様々な事業を行っていただきたい。
また、どの程度まで準備金を積み上げておくことが妥当なのか、ということを検討するのは本運営委員会の役割ではないか。

■ 被保険者にとっては、保険料率を引き下げて負担を少しでも軽くすることが一番だが、今後のことを考えると10％維持が妥当。
準備金に関しても、準備金が5か月分積み上がっていることを踏まえ、準備金のあり方や還元策を含めて検討いただきたい。

■ 基本的には平均保険料率10％維持を支持する。一旦、保険料率を引き下げたとしても、また引き上げることが視野に入っている以
上は、なるべく平均保険料率10％を維持していくことが事業主の立場に立っても望ましいと考える。
準備金が積み上がっていることで、様々な意見が出ていることも理解する。加入者、事業主、保険者、いずれにもメリットが受けられる

ような方策を真剣に考えることが求められており、そのための検討・議論を早急にすべきである。また、シミュレーションの信頼性、整合性
等を確認したうえで、更に議論が進むことを期待したい。

令和４年度保険料率等に関して運営委員会（令和３年11月26日開催）で出されたご意見
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更なる保健事業の充実に向けた検討について

１. 趣旨
〇 運営委員会でいただいたご意見を踏まえ、
・ 戦略的保険者機能の一層の強化の必要性
・ 加入者・事業主の目に見える形での保健事業の充実の必要性
といった観点から検討を進めることとする。

２. 検討内容
〇 現在の保険者機能強化アクションプラン（第５期）では、保健事業の基本となる「特定健診・特定保健指導
の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」の３本柱を着実に実施する。
その上で、まずは４年度からLDLコレステロール値に着目した受診勧奨を実施。さらに、支部保険者機能強化
予算を活用した喫煙対策、メンタルヘルス等の保健事業も推進しつつ、令和５年度にパイロット事業を実施し、
保険者機能強化アクションプラン（第６期）（６年度～８年度）に向けて以下を検討する。

（１） 重症化予防対策の充実（６年度から実施）
・ 被扶養者を対象とした、高血圧等に係る未治療者への受診勧奨の実施

（２） 支部主導の保健事業の実施（６年度から実施）
・ 喫煙、メンタルヘルス等に着目した新たなポピュレーションアプローチ等、支部ごとの独自性を生かした支部
主導の保健事業の実施

（３） 健診・保健指導の充実・強化（６年度以降に実施）
・ 健診等実施率の向上を図るための具体的方策を検討（利用者負担額の軽減を含めて検討）
※ 健診内容の充実については、国における特定健康診査等基本指針の見直しの動向（令和４年度中に
取りまとめ）を踏まえることとする。


